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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第153期

第３四半期累計期間
第154期

第３四半期累計期間
第153期

会計期間
自 2022年４月１日
至 2022年12月31日

自 2023年４月１日
至 2023年12月31日

自 2022年４月１日
至 2023年３月31日

売上高 (千円) 7,980,200 7,377,901 10,733,137

経常利益 (千円) 925,052 689,883 1,177,302

四半期(当期)純利益 (千円) 640,365 481,613 835,360

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,320,740 1,320,740 1,320,740

発行済株式総数 (千株) 12,135 12,135 12,135

純資産額 (千円) 12,075,379 12,650,590 12,393,613

総資産額 (千円) 16,477,759 16,800,350 16,894,948

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 53.65 40.35 69.99

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 10.0 11.0 23.0

自己資本比率 (％) 73.3 75.3 73.4

回次
第153期

第３四半期会計期間
第154期

第３四半期会計期間

会計期間
自 2022年10月１日
至 2022年12月31日

自 2023年10月１日
至 2023年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 20.46 9.93

(注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類への移行に伴い経済活動が活発化し、個

人消費やインバウンド需要の大幅な改善等明るい兆しも見える中、ウクライナ情勢の長期化や中東情勢の緊迫化等

によるエネルギーや原材料価格の高騰などを受けて販売価格への転嫁も進めている中、中国の不動産不況等による

中国経済の低迷の影響も受け、当社の主力販売先である電子部品業界も総じて低調な受注推移となりました。この

影響は来上期まで続くもの判断しております。

このような状況により、当社セラミックス事業の売上高は前年同期比10.2％減収の5,466,360千円となり、エンジ

ニアリング事業につきましては前年同期比1.0％増収の1,911,540千円となりました。結果、当第３四半期の売上高

は前年同期比7.5％減収の7,377,901千円となりました。

損益面につきましては、セラミックス事業は減収の影響が大きく、また、エネルギーおよび原材料価格の高止ま

りにより厳しい状況であったことでセグメント利益は前年同期比33.5％減の526,298千円となりました。エンジニア

リング事業につきましては、計測機器の利益率改善による効果が大きくセグメント利益は前年同期比40.7％増の

110,617千円となりました。この結果、営業利益は前年同期比26.7％減の636,916千円、経常利益は前年同期比25.4

％減の689,883千円、四半期純利益は前年同期比24.8％減の481,613千円となりました。

当第３四半期の財政状態につきましては、総資産は前期末比0.6％減の16,800,350千円となりました。内訳として

流動資産が前期末比1.7％減の10,077,646千円となり主に減収の影響が大きく売掛債権が前期末比10.4％減の

3,212,262千円となりました。また、固定資産は前期末比1.2％増の6,722,704千円となり、主に時価の上昇により投

資有価証券が増加したことによるものであります。

一方の負債は、前期末比7.8％減の4,149,760千円となりました。内訳としては流動負債が前期末比7.7％減の

3,326,876千円、固定負債が前期末比8.2％減の822,883千円となりました。流動負債の主な減少要因は賞与引当金の

減少であり、固定負債の主な減少要因は長期借入金の返済によるものであります。

また、純資産は前期末比2.1％増の12,650,590千円となりました。内訳としては株主資本が前期末比1.6％増の

12,024,907千円となり、主に利益剰余金が前期末比2.1％増の9,566,515千円であり、これは繰越利益剰余金の増加

によるものであります。また、評価・換算差額等は前期末比11.3％増の625,682千円となり、これは投資有価証券の

時価の上昇によりその他有価証券評価差額金が増加したことによるものであります。

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更および新たに

生じた課題はありません。

（3） 研究開発活動

当第３四半期累計期間における当社の研究開発活動の総額は182,054千円であります。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 37,280,000

計 37,280,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年２月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,135,695 12,135,695
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株でありま
す。

計 12,135,695 12,135,695 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年12月31日 ― 12,135,695 ― 1,320,740 ― 1,088,420

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(2023年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2023年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式）
普通株式 ― ―

44,200

完全議決権株式(その他)
普通株式

120,735 ―
12,073,500

単元未満株式
普通株式

― 一単元（100株）未満の株式
17,995

発行済株式総数 12,135,695 ― ―

総株主の議決権 ― 120,735 ―

(注）１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「譲渡制限付株式給付信託（BBT-RS）」制度の信託財産と

して株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式156,000株（議決権1,560個）及び証券保

管振替機構名義の株式が100株(議決権１個)含まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。

② 【自己株式等】

2023年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式）
株式会社ニッカトー

大阪府堺市堺区遠里小野
町３丁２番24号

44,200 － 44,200 0.36

計 ― 44,200 － 44,200 0.36

（注）「譲渡制限付株式給付信託（BBT-RS）」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保

有する当社株式156,000株は、上記の自己株式等には含まれておりません。

２ 【役員の状況】

　 前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2023年10月１日から2023年12月

31日まで)及び第３四半期累計期間(2023年４月１日から2023年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、清稜監

査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2023年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,508,317 3,379,143

受取手形及び売掛金 2,809,339 ※1 2,244,708

電子記録債権 775,680 ※1 967,553

商品及び製品 1,224,017 1,293,678

仕掛品 1,377,766 1,562,047

原材料及び貯蔵品 526,804 573,771

その他 31,592 56,743

流動資産合計 10,253,516 10,077,646

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,317,275 2,309,948

機械及び装置（純額） 1,078,082 1,078,115

その他（純額） 1,189,802 1,208,603

有形固定資産合計 4,585,160 4,596,667

無形固定資産 147,911 113,891

投資その他の資産

投資有価証券 1,799,028 1,900,614

その他 109,331 111,530

投資その他の資産合計 1,908,359 2,012,145

固定資産合計 6,641,431 6,722,704

資産合計 16,894,948 16,800,350

負債の部

流動負債

電子記録債務 426,421 432,742

買掛金 1,585,364 1,406,326

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 220,892 214,392

営業外電子記録債務 63,066 246,502

未払金 320,722 391,640

賞与引当金 286,870 133,850

役員賞与引当金 33,414 25,060

役員株式給付引当金 - 3,567

その他 268,123 72,794

流動負債合計 3,604,874 3,326,876

固定負債

長期借入金 535,236 374,442

役員退職慰労引当金 111,044 -

資産除去債務 61,056 61,105

繰延税金負債 101,794 210,427

役員株式給付引当金 - 1,528

その他 87,328 175,379

固定負債合計 896,459 822,883

負債合計 4,501,334 4,149,760
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(単位：千円)

前事業年度
(2023年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2023年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,320,740 1,320,740

資本剰余金 1,225,438 1,251,363

利益剰余金 9,373,069 9,566,515

自己株式 △87,665 △113,712

株主資本合計 11,831,583 12,024,907

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 562,030 625,682

評価・換算差額等合計 562,030 625,682

純資産合計 12,393,613 12,650,590

負債純資産合計 16,894,948 16,800,350
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年12月31日)

売上高 7,980,200 7,377,901

売上原価 5,996,520 5,661,972

売上総利益 1,983,679 1,715,928

販売費及び一般管理費 1,114,174 1,079,011

営業利益 869,505 636,916

営業外収益

受取利息 799 630

受取配当金 44,690 48,790

受取保険金 10,106 -

その他 12,496 13,480

営業外収益合計 68,092 62,901

営業外費用

支払利息 5,993 4,796

コミットメントフィー 5,052 5,056

その他 1,498 81

営業外費用合計 12,545 9,934

経常利益 925,052 689,883

特別損失

固定資産廃棄損 1,165 2,571

特別損失合計 1,165 2,571

税引前四半期純利益 923,886 687,311

法人税、住民税及び事業税 248,000 135,000

法人税等調整額 35,521 70,698

法人税等合計 283,521 205,698

四半期純利益 640,365 481,613
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

(追加情報)

(業績連動型株式報酬制度について)

(1) 取引の概要

当社は、2023年６月16日開催の第153回定時株主総会に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役、及

びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。）及び執行役員（以下「取締役等」といいま

す。）に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted

Stock））」（以下「本制度」といいます。）を導入しています。

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本

信託」といいます。）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社

株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給

付される業績連動型株式報酬制度です。

なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役等が当社株式を

時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。取締役等が在

任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締

結することとします。これにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役等の退

任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株

式として計上しております。当第３四半期会計期間末の当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、94,224千円、

156,000株であります。

(四半期貸借対照表関係)

※１．四半期会計期間末日満期手形および電子記録債権の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして

処理しております。なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日

満期手形及び電子記録債権が、四半期会計期間末残高から除かれております。

前事業年度

(2023年３月31日)

当第３四半期会計期間

(2023年12月31日)

受取手形及び売掛金(受取手形) －千円 28,989千円

電子記録債権 －千円 94,927千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。

前第３四半期累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年12月31日)

当第３四半期累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年12月31日)

減価償却費 465,402千円 445,854千円

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月17日
定時株主総会

普通株式 143,225 12.00 2022年３月31日 2022年６月20日 利益剰余金

2022年11月１日
取締役会

普通株式 119,354 10.00 2022年９月30日 2022年12月１日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

当第３四半期累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年６月16日
定時株主総会

普通株式 155,160 13.00 2023年３月31日 2023年６月19日 利益剰余金

2023年11月１日
取締役会（注）

普通株式 133,006 11.00 2023年９月30日 2023年12月１日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、「譲渡制限付株式給付信託（BBT-RS）」制度の信託財産として所有する当社株式に対する配

当金1,716千円が含まれております。

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
合計

セラミックス事業
エンジニアリング

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 6,086,683 1,893,517 7,980,200 7,980,200

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 6,086,683 1,897,517 7,980,200 7,980,200

セグメント利益 790,891 78,613 869,505 869,505

　（注）セグメント利益の合計額は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
合計

セラミックス事業
エンジニアリング

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 5,466,360 1,911,540 7,377,901 7,377,901

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 5,466,360 1,911,540 7,377,901 7,377,901

セグメント利益 526,298 110,617 636,916 636,916

　（注）セグメント利益の合計額は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(収益認識関係)

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第３四半期累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）

(単位：千円)

報告セグメント

合計
セラミックス

事業
エンジニアリング

事業
計

機能性セラミックス 275,625 ― 275,625 275,625

耐摩耗セラミックス 4,148,374 ― 4,148,374 4,148,374

耐熱セラミックス 1,511,303 ― 1,511,303 1,511,303

理化学用陶磁器その他 151,379 ― 151,379 151,379

加熱装置 ― 574,919 574,919 574,919

計測機器その他 ― 1,318,597 1,318,597 1,318,597

顧客との契約から生じる収益 6,086,683 1,893,517 7,980,200 7,980,200

外部顧客への売上高 6,086,683 1,893,517 7,980,200 7,980,200

当第３四半期累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年12月31日）

(単位：千円)

報告セグメント

合計
セラミックス

事業
エンジニアリング

事業
計

機能性セラミックス 199,720 ― 199,720 199,720

耐摩耗セラミックス 3,790,281 ― 3,790,281 3,790,281

耐熱セラミックス 1,331,018 ― 1,331,018 1,331,018

理化学用陶磁器その他 145,340 ― 145,340 145,340

加熱装置 ― 456,514 456,514 456,514

計測機器その他 ― 1,455,025 1,455,025 1,455,025

顧客との契約から生じる収益 5,466,360 1,911,540 7,377,901 7,377,901

外部顧客への売上高 5,466,360 1,911,540 7,377,901 7,377,901

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)

　 １株当たり四半期純利益金額 53円65銭 40円35銭

(算定上の基礎)

四半期純利益金額(千円) 640,365 481,613

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 640,365 481,613

普通株式の期中平均株式数(株) 11,935,457 11,935,425

（注）１．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益

金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

　 １株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当第３四半期累計期間

69,333株であります。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

第154期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）中間配当について、2023年11月１日開催の取締役会において、

2023年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 133,006千円

② １株当たりの金額 11円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2023年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2024年２月１日

株式会社ニッカトー

取締役会 御中

清稜監査法人

大阪事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士 小 田 利 昭

指定社員
業務執行社員

公認会計士 夘 野 貴 志

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニッカ

トーの2023年４月１日から2024年３月31日までの第154期事業年度の第３四半期会計期間（2023年10月１日から2023年12

月31日まで）及び第３四半期累計期間（2023年４月１日から2023年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニッカトーの2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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